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仙台ぼうさいこくたい憲章 〜仙台防災枠組 2015-2030 の実施に向けて〜  

 

「仙台防災枠組 2015-2030」の採択から 3 年弱が経過し、各主体により、同枠組の実現に

向けた行動が取られ始めています。 
2017 年 11 月 26-27 日、防災推進国民大会 2017、世界防災フォーラムに日本各地、世界各

地から、「仙台防災枠組」発祥の地である仙台に集まった我々は、「大規模災害に備える 〜

みんなの連携が力になる〜」をテーマに、これまでに取られた行動についての経験や課題を

共有するとともに、今後必要となる行動について議論をしました。この結果、以下の事項に

ついて、公助による取組に加え、今後更なる自助・共助による取組が必要であることの認識

を共有しました。 
 
連携はなぜ力になるか 
・ 東日本大震災の教訓を踏まえ、日本では国難とされる南海トラフ巨大地震や首都直下地

震などの、想定されうる最大規模の被害への減災・縮災対策や復興の検討を実施してい

ます。これらの災害リスクを軽減するためには、政府による取組に加えて、国民一人ひ

とりが想定されている災害リスクを正しく理解し、自らの身は自分で守る「自助」、ま

た、住民、地域コミュニティ、企業・事業者、関係団体や行政機関等が一体となって、

お互いに助け合う「共助」によって、社会の全構成員の参画による具体的行動を起こす

ことが重要です。 

・ 地球温暖化による気候変動等によって降雨強度の増加、強い台風の高頻度化等の現象が

起こっています。他方、急速な都市化、人口減少、高齢化、グローバル化等により地域

を取り巻く社会経済情勢は変化し、災害リスクは増加しています。 
・ 多くの主体が連携することによって、新しい知恵、新しい対応策が見出されます。それ

によって、地域の防災力が上がることが期待されます。連携によって、災害リスクの削

減に向けたガバナンスを向上させることができ、これによって社会全体として災害によ

る損害の減少につながります。 
・ 「仙台防災枠組 2015-2030」では、災害リスク削減における官民連携の重要性が提起されてお

り、民間部門と政府機関との間に緊密な協力と信頼関係の構築が必要であると確認されまし

た。 

 
連携による主体別自助・共助の行動 
・ 市民は、過去に発生した災害の経験や最新の科学的な知見によって、地域に潜む災害リ

スクを学び、災害を受けにくい地域づくり・まちづくりに努めることが大切です。日頃

から地域の活動に参加して地域の方々との交流を持つこと、「地区防災計画」を活用する

などにより平常時から発災時の対応を計画し、活動することが大切です。また、最低三日間分

の水・食料、毛布、携帯・簡易トイレを備蓄し、地震に備えて家具を固定すること、建物・建築

物の耐震化工事を行うこと、自宅等周辺の災害危険箇所や避難路・避難場所の把握など、事

前の「備え」が重要です。 

・ ボランティア・NPO 等と行政は、日頃から顔が見える関係を築き、いざという時の連携内容や

取組手順等を共有しておくことによって、多様な被災者ニーズに対して、互いの持ち味を活か
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したきめ細かい支援がやりやすくなります。 

・ 企業・事業者は、ソフト・ハード面での防災技術・サービスの開発を進めるとともに、地域の中

で役職員が住民や行政など、他関係組織と一緒になって、連携して地域の防災力向上に取り

組んでいくことが必要です。また、事業継続計画（BCP）を策定・実施・改善し、顧客・利用者・従

業員等の命を守り、災害時に事業をどのように継続していくのか、優先順位を明確にして

予め備えておくことも大切です。 

・ 学術界は、研究の成果を実効ある防災・減災施策へと展開できるように、専門分野の枠

を超えた学際連携を進めつつ、行政・民間・報道・市民部門との連携を進め、科学的な

知見を分かりやすく社会に伝えていく実践と努力が必要です。 
・ 教育界は、地域の一員として協力できる将来の防災の担い手となる人材を育てるために、

災害についての正しい知識の修得を含む世界をリードする防災教育を進めることが必

要です。 
・ 国政府は、あらゆる主体の連携が促進されるよう、公助による取組に加え、自助・共助

のための普及啓発を推進し、防災推進国民会議や防災推進協議会の活動を活性化すると

ともに、「TEAM 防災ジャパン」による交流の場の提供等を行うことが必要です。 

・ 地方自治体は、公助による取組に加え、平時から市民、ボランティア・NPO、企業・事

業者等と連携することにより、行政自体による取組と地域における防災の取組が互いに

効果を高め合うことが望まれます。他の地方公共団体とも災害時応援協定を締結するな

ど日ごろから関係を構築していくこと、被災しても業務継続性が確保できるよう BCP を

策定し、実施・改善することが必要です。 

 
結び 
・ 地域には、ジェンダー（性別）、年齢、国籍、言語、障害の有無・雇用・収入・健康等

の面でも、個々に異なる多様な人々が生活しています。各々の違いを理解、尊重し、誰

も取り残されることのないよう、誰もが防災に参加できるようにすることが大切です。

これによって、防災を地域づくりの重要な要素としてとらえながら、災害時の被害を社

会全体で少なくすることができ、仙台防災枠組が主張する「国際社会全体での被害軽減」

に貢献します。 

・ 迅速かつ円滑な復旧・復興のため、様々な新しい手法を取り入れることが大切です。生

活・生業の再建を見据えて、保険・共済等に加入すること、情報通信技術 (ICT)を活用

して情報の共有化を効果的に図ること等が重要です。 
・ 防災への投資を促進し、よりよい復旧・復興(Build Back Better)を実現していくことは、

世界共通の課題です。災害を受けにくいまちづくりを進め、社会・経済の復興も図るな

ど、Build Back Better の事例を世界で共有し、「仙台防災枠組」の実現に向けた国際協力

を進めていく必要があります。 

・ 今後とも、行政、住民、学術界、企業・事業者等の防災に関わる主体間で災害情報や防災に

関する情報の共有を密にしましょう。また、公助と連動した自助・共助により「みんなの連

携が力になる」防災の取組事例を共有し、お互い学び合っていきましょう。 

・ 2018 年に東京で開催する次回大会に向けて、更なる取組の推進と連携・共有を進めまし

ょう。 


